
東

京

都

北

区

押

印

を

求

め

る

手

続

の

見

直

し

等

の

た

め

の

関

係

規

則

の

整

備

に

関

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

一

月

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

九

号

東

京

都

北

区

押

印

を

求

め

る

手

続

の

見

直

し

等

の

た

め

の

関

係

規

則

の

整

備

に

関

す

る

規

則

（

東

京

都

北

区

予

算

事

務

規

則

の

一

部

改

正

）

第

一

条

東

京

都

北

区

予

算

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

六

号

様

式

か

ら

ま

で

の

規

定

中

「

㊞

」

を

削

る

。

（ア）

（ウ）

（

東

京

都

北

区

公

印

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

条

東

京

都

北

区

公

印

規

則

（

昭

和

三

十

二

年

八

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

印
」

を

削

る

。

（

東

京

都

北

区

個

人

情

報

保

護

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

条

東

京

都

北

区

個

人

情

報

保

護

条

例

施

行

規

則

（

平

成

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

印

」

を

削

り

、

同

様

式

中

「

印

」

を

削

る

。

（甲）

（乙）

別

記

第

三

号

様

式

の

三

中

「

印

」

を

削

り

、

同

様

式

中

「

印

」

を

削

る

。

（甲）

（乙）

別

記

第

四

号

様

式

の

二

中

「

印

」

を

削

り

、

同

様

式

中

「

印

」

を

削

る

。

（甲）

（乙）

（

東

京

都

北

区

聴

聞

及

び

弁

明

の

機

会

の

付

与

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

条

東

京

都

北

区

聴

聞

及

び

弁

明

の

機

会

の

付

与

に

関

す

る

規

則

（

平

成

六

年

九

月

東

京

都
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北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

三

号

様

式

ま

で

、

第

五

号

様

式

及

び

第

七

号

様

式

中

「

」

あ
て

先
を

「

」

に

改

め

、

「

」

を

削

る

。

宛
先

㊞
別

記

第

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

役

所

庁

舎

管

理

規

則

の

一

部

改

正

）

第

五

条

東

京

都

北

区

役

所

庁

舎

管

理

規

則

（

昭

和

五

十

七

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

⑴

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
下

さ
い

く
だ

さ
い

別

記

第

三

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第３号様式（第７条関係） 

消  灯  戸  締  簿 
 

年  月                               課 

日／曜 消灯戸締 
時  刻 記 事 担当者氏名 （巡視） 

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    

／ 時  分    
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（

東

京

都

北

区

役

所

構

内

駐

車

場

使

用

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

条

東

京

都

北

区

役

所

構

内

駐

車

場

使

用

条

例

施

行

規

則

（

平

成

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

七

条

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

甲

中

「

」

を

「

」

に

、

別
記

様
式

第
１

号
第

１
号

様
式

（表面）

「

「

決
定

権
決

定

を

に

改

め

る

。

係
長

印
職

員
印

係
長

職
員

者
印

権
者

」

」

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

別
記

様
式

第
２

号
第

２
号

様
式

「

「

「

命
令

命
令

整
理

を

に

、

を

職
員

印
係

長
印

担
当

者

権
者

印
権

者
印

」

」

」
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「
整

理

に

改

め

る

。

職
員

係
長

担
当

者

」

別

記

第

三

号

様

式

中

「

「
命

令
命

令

を

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

確
認

印
確

認
欄

権
者

印
権

者

」

」

別

記

第

三

号

の

二

様

式

及

び

第

三

号

の

三

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

三

号

の

四

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

別
記

様
式

第
３

号
の

４
第

３
号

の
４

様
式

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

三

号

の

五

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

別
記

様
式

第
３

号
の

５
第

３
号

の
５

様
式

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

三

号

の

六

様

式

中

「

」

を

削

る

。
印

別

記

第

四

号

様

式

中

「

「

関
与

申
請

承
認

関
与

申
請

承
認
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を

に

改

め

る

。

権
者

者
印

者
印

権
者

者
者

印

」

」

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

五

号

の

二

様

式

中

「

「

「

「

を

に

、

を

に

、

申
請

申
請

承
認

権
関

与
者

承
認

権
関

与
者

者
印

者
者

印
印

者

」

」

」

」

「

「

を

に

改

め

る

。

承
認

権
関

与
権

承
認

権
関

与
権

者
印

者
者

者

」

」

別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

別
記

様
式

第
６

号
第

６
号

様
式

「

「

「

「

職
員

印
職

員
係

長
印

課
長

印
係

長
課

長

を

に

、

を

」

」

に

改

め

る

。
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別

記

第

七

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

別
記

様
式

第
７

号
第

７
号

様
式

「

「

を

に

、

職
員

印
職

員

」

「

「

承
認

権
承

認

を

に

改

め

る

。

係
長

印
係

長

者
印

権
者

」

」

（

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

八

条

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

三

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

印
氏

名

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

印
氏

名

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

印
氏

名
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別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

別
記

第
六

号
様

式
第

６
号

様
式

「

「

請
求

者
承

認
権

担
当

者
承

認

を

に

、

請
求

者
担

当
者

印
者

印
印

権
者

」

」

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

職
氏

名
印

職
氏

名

（

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

九

条

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

六

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

条

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

を

職
主

事
氏

名
印

㊞

」

「
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に

、

「

」

を

「

」

に

、

職
・

氏
名

基
き

基
づ

き

」

職
氏

名
印

職
・

氏
名

取
扱

者
等

認

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

印
取

扱
者

等
確

認
欄取

扱
者

等
認

印
取

扱
者

等
確

認
欄

職
氏

名

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
職

・
氏

名

（

職

員

の

期

末

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

一

条

職

員

の

期

末

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

二

条

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

二

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞
印

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

四

号

様

式

及

び

第

四

号

の

二

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。
㊞

印

別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印
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別

記

第

七

号

様

式

か

ら

第

十

一

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞
印

別

記

第

十

二

号

様

式

及

び

第

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印
別

記

第

十

四

号

様

式

か

ら

第

十

五

号

の

四

様

式

ま

で

及

び

第

十

七

号

様

式

か

ら

第

十

八

号

の

三

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞
印

別

記

第

十

九

号

様

式

及

び

第

二

十

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

二

十

一

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞
印

（

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

三

条

職

員

の

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

（表面）

「

「

を

に

、

印

」

」

「

」

を

「

」

に

、

氏
名

印
氏

名

「

「

取
扱

者
所

属
課

長
課

長

所
属

を

に

改

め

る

。

認
印

取
扱

欄
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」

」

（

東

京

都

北

区

公

有

財

産

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

四

条

東

京

都

北

区

公

有

財

産

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（

東

京

都

北

区

ス

ペ

ー

ス

ゆ

う

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

五

条

東

京

都

北

区

ス

ペ

ー

ス

ゆ

う

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

五

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

九

条

第

一

項

第

一

号

中

「

七

人

」

を

「

五

人

」

に

改

め

る

。

別

記

第

七

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

六

条

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

二

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

、

第

五

号

様

式

、

第

六

号

様

式

、

第

八

号

様

式

、

第

九

号

様

式

、

第

十

三

号

様

式

か

ら

第

十

八

号

様

式

ま

で

、

第

二

十

号

様

式

及

び

第

二

十

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞
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（

東

京

都

北

区

立

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

七

条

東

京

都

北

区

立

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

四

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

八

号

様

式

及

び

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

赤

羽

会

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

八

条

東

京

都

北

区

赤

羽

会

館

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

六

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

か

ら

第

八

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞
及

び
印

（

東

京

都

北

区

立

元

気

ぷ

ら

ざ

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

十

九

条

東

京

都

北

区

立

元

気

ぷ

ら

ざ

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

四

号

様

式

か

ら

第

五

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（甲）

（乙）

別

記

第

六

号

様

式

及

び

同

様

式

中

「

」

を

削

る

。

平
成

（甲）

（乙）

（

東

京

都

北

区

立

ふ

れ

あ

い

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

条

東

京

都

北

区

立

ふ

れ

あ

い

館

条

例

施

行

規

則

（

平

成

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

滝

野

川

会

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）
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第

二

十

一

条

東

京

都

北

区

滝

野

川

会

館

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

か

ら

第

八

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞
及

び
印

（

東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

二

条

東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

施

行

規

則

（

平

成

元

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

か

ら

第

八

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞
及

び
印

（

東

京

都

北

区

立

斎

場

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

三

条

東

京

都

北

区

立

斎

場

条

例

施

行

規

則

（

平

成

六

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

四

条

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

別

記

様

式

中

「

」

及

び

㊞

「

受
付

点
受

付
点

入
力

点
入

力
点

1
2

1
2

を

削

り

、
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」

※
こ

の
明

細
書

は
特

別
区

民
税

・
都

民
税

申
告

書
と

一
緒

に
提

出
し

て

「

を

」

く
だ

さ
い

。

「

」

に

改

※
こ

の
明

細
書

は
特

別
区

民
税

・
都

民
税

申
告

書
と

一
緒

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

め

る

。

別

記

第

三

号

様

式

及

び

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

五

号

の

三

様

式

中

「

」

及

び

㊞

「

受
付

点
受

付
点

入
力

点
入

力
点

1
2

1
2

を

削

る

。

」

別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。
㊞

別

記

第

六

号

の

二

様

式

及

び

第

六

号

の

三

様

式

中

「

「

を

に

改

め

る

。

印

」

」

別

記

第

六

号

の

四

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞
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別

記

第

六

号

の

五

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

職
氏

名
印

職
氏

名

（甲）

別

記

第

六

号

の

六

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞
「

を

異
動

者
印

」

「

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

職
氏

名
印

職
氏

名

」

る

。別

記

第

六

号

の

八

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（表）

職
氏

名
印

職
氏

名
㊞

署

別

記

第

六

号

の

九

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

名
押

印
署

名

職
氏

名
印

職
氏

名
㊞

署

別

記

第

六

号

の

十

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

名
押

印
署

名
記

入
し

押
印

し
て

記
入

し
て

、
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別

記

第

六

号

の

十

一

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（表）

別

記

第

六

号

の

十

三

様

式

及

び

第

六

号

の

十

四

様

式

中

「

「

を

に

改

め

る

。

印

」

」

別

記

第

七

号

の

七

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
こ

と
こ

と
。

別

記

第

七

号

の

九

様

式

及

び

第

七

号

の

十

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

八

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

十

号

様

式

中

（甲）

「

課
係

係

及

び

「

」

を

削

る

。

㊞

長
長

員

」

別

記

第

十

号

様

式

及

び

第

十

号

の

三

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（乙）

別

記

第

十

六

号

の

六

様

式

中

「

」

を

「

」

に

氏
名

納
氏

名

改

め

る

。

別

記

第

十

七

号

様

式

中
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「

」

を

氏
名

納

「

」

に

、

氏
名

「

」

を

納
入

の
目

的
税

「

」

に

改

め

る

。

納
入

の
目

的

別

記

第

二

十

八

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

二

十

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

三

十

号

の

二

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

四

十

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

五

条

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

七

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

の

三

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

北
区

丁
目

番
号

氏
名

印

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

別

記

第

二

十

四

号

様

式

中

「

（

）

」

、

「

」

及

び

北
区

町
丁

目
番

号
印

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

二

十

五

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

北
区

町
丁

目
番

号
方

㊞

下
さ

い
く

だ
さ

い
ま

た
は

又
は

北
区

国
民

健

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

「
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康
保

険
条

例
東

京
都

北
区

国
民

健
康

保
険

条
例

ま
ぬ

か
れ

た
免

れ

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

た
別

記

第

二

十

六

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

北
区

町
丁

目
番

号
方

㊞

ま
た

は
又

は
北

区
国

民
健

康
保

険
条

例
東

京
都

北
区

国

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

民
健

康
保

険
条

例
ま

ぬ
か

れ
た

免
れ

た

別

記

第

三

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

三

十

七

号

様

式

中

東
京

都
北

区
町

丁
目

番
号

「

を

方

」

氏
名

㊞

住
所

「

に

改

め

る

。

」

氏
名

（

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

六

条

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（

東

京

都

北

区

結

核

・

精

神

医

療

給

付

金

の

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）
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第

二

十

七

条

東

京

都

北

区

結

核

・

精

神

医

療

給

付

金

の

支

給

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

四

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

「

明
・

大
・

昭
・

平

を

に

改

め

、

「

」

を

削

り

、

㊞

年
日

月

」

」

署
名

又
は

押
印

を
し

て
氏

名
を

記
載

し
て

番
号

番
号

「

」

を

「

」

に

、

「

―

」

を

「

―

（

）

」

に

、

枝
番

「

を

署
名

又
は

押
印

」

「

に

改

め

る

。

氏
名

」

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

「
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を

被
保

険
者

証
番

号

」

「

（

）

に

、

被
保

険
者

証
番

号
枝

番

」

「

」

を

「

」

に

、

署
名

又
は

押
印

し
て

氏
名

を
記

載
し

て

「

を

署
名

又
は

押
印

」

「

に

改

め

る

。

氏
名

」

（

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

八

条

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

二

号

様

式

及

び

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

三

十

四

号

様

式

中
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「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

印
氏

名

（

東

京

都

北

区

み

ど

り

の

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

十

九

条

東

京

都

北

区

み

ど

り

の

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

三

号

様

式

及

び

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

㊞
下

さ
い

く
だ

さ
い

改

め

る

。

別

記

第

七

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

「

」

㊞
あ

た
り

当
た

り
下

さ
い

を

「

」

に

改

め

る

。

く
だ

さ
い

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
下

さ
い

く
だ

さ
い

別

記

第

十

一

号

様

式

及

び

第

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

問
い

合
わ

せ
先

問
合

せ
先

（

あ

き

地

の

管

理

の

適

正

化

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

条

あ

き

地

の

管

理

の

適

正

化

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

一

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（

社

会

福

祉

法

人

に

対

す

る

補

助

金

交

付

の

手

続

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

一

条

社

会

福

祉

法

人

に

対

す

る

補

助

金

交

付

の

手

続

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和
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五

十

一

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印
（

東

京

都

北

区

母

子

保

健

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

二

条

東

京

都

北

区

母

子

保

健

法

施

行

細

則

（

昭

和

六

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

六

号

様

式

中

「

（

）

」

を

削

る

。

自
署

も
し

く
は

記
名

押
印

（

東

京

都

北

区

児

童

福

祉

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

三

条

東

京

都

北

区

児

童

福

祉

法

施

行

細

則

（

昭

和

四

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

の

三

様

式

及

び

中

（六）

（七）

「

事
業

者
確

認
印

年
月

日
を
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年
月

日
事

業
者

確
認

印

」

「

年
月

日

に

改

め

る

。

年
月

日
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」

別

記

第

四

号

様

式

、

第

九

号

様

式

及

び

第

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

母

子

生

活

支

援

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

四

条

東

京

都

北

区

母

子

生

活

支

援

施

設

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

の

六

中

平
成

年
月

日
年

月
日

「

「

を

に

改

め

、

「

」

を

削

る

。

昭
和

・
平

成
」

」

申
請

者
印

申
請

者

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

平
成

平
成

印
北

区
母

子
生

活
支

援
施

設
条

例
第

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

五
条

第
二

項
東

京
都

北
区

母
子

生
活

支
援

施
設

条
例

第
５

条
第

２
項

平
成

北
区

母
子

生
活

支
援

施
設

条
例

第
五

条
第

二

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

項
東

京
都

北
区

母
子

生
活

支
援

施
設

条
例

第
５

条
第

２
項

（

東

京

都

北

区

母

子

福

祉

応

急

小

口

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

五

条

東

京

都

北

区

母

子

福

祉

応

急

小

口

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

年

三

月
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東

京

都

北

区

規

則

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

七

号

様

式

及

び

第

十

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞
（

東

京

都

北

区

応

急

小

口

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

六

条

東

京

都

北

区

応

急

小

口

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

四

号

様

式

、

第

六

号

様

式

甲

、

同

様

式

乙

及

び

第

八

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

女

性

福

祉

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

七

条

東

京

都

北

区

女

性

福

祉

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

㊞
学

校
長

名
印

学
校

長
名

「

に

改

め

る

。

（

）

」

署
名

又
は

記
名

押
印

㊞
殿

東
京

都
北

区
長

別

記

第

二

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

殿

（

東

京

都

北

区

中

国

残

留

邦

人

等

に

対

す

る

支

援

給

付

及

び

特

定

配

偶

者

に

対

す

る

配

偶

者

支

援

金

事

務

取

扱

細

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

八

条

東

京

都

北

区

中

国

残

留

邦

人

等

に

対

す

る

支

援

給

付

及

び

特

定

配

偶

者

に

対

す

る

配

偶

者

支

援

金

事

務

取

扱

細

則

（

平

成

二

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

三

号

）

の

一

部
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を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

十

号

様

式

中

「

受

領

印

」

を

「

記

名

欄

」

に

改

め

る

。

㊞
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進

」

を

「

」

並
び

に
永

住
帰

国
し

た
中

国
残

留
邦

人
等

及
び

特
定

配
偶

者
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律

に

改

め

、

同

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

㊞
下

さ
い

く
だ

さ
い

（別添１）

（表面）

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

中

「

（別添１）

（裏面）

る
法

律
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
並

び
に

永
住

帰
国

し
た

中
国

残
留

邦

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

か

ら

ま

で

の

人
等

及
び

特
定

配
偶

者
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律

（別添２－１）

（別添２－３）

㊞
う

え
で

上
で

ご
記

入
の

う
え

ご
記

入
の

規

定

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

上
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

」

に

、

「

す
る

法
律

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

並
び

に
永

住
帰

国
し

た
中

国
残

留

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

」

を

邦
人

等
及

び
特

定
配

偶
者

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

㊞

（別添３）

削

る

。

別

記

第

十

三

号

様

式

及

び

第

十

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

十

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

㊞
実

施
機

関
の

長
あ

て
東

京
都

北

別

記

第

二

十

号

様

式

（

乙

）

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

区
長

宛
て
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印
実

施
機

関
あ

て
東

京
都

北
区

長

別

記

第

二

十

号

様

式

（

丙

）

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

宛
て

（

東

京

都

北

区

生

活

保

護

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

三

十

九

条

東

京

都

北

区

生

活

保

護

法

施

行

細

則

（

昭

和

四

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

及

び

第

九

号

の

二

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

受
領

印
記

名
欄

別

記

第

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

う

け

た

い

」

を

㊞
つ

ぎ
の

次
の

「

受

け

た

い

」

に

改

め

る

。

別

記

第

十

二

号

様

式

、

第

十

二

号

の

二

様

式

及

び

第

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（表）

別

記

第

十

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

十

四

号

の

二

様

式

及

び

第

十

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

㊞
す

で
に

お
こ

な
っ

て
い

る
既

に

別

記

第

二

十

号

の

二

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

(別紙)

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

行
っ

て
い

る
さ

し
つ

か
え

差
し

支
え

別

記

第

二

十

一

号

様

式

乙

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

印
収

容
見

込
収

容
見

込
み

る

。別

記

第

二

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

二

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

大
学

等
に

進
学

す
る

大
学

等
に

進
学

す
る

別

記

第

二

十

六

号

様

式

中

「

（

」

を

「

（
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）

」

に

改

め

、

「

」

を

削

る

。

者
印

別

記

第

二

十

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

(甲)

第
７

８
条

第
１

項
の

２
第

１
項

第
７

８
条

の
２

第
１

別

記

第

二

十

九

号

様

式

中

「

」

を

「

(乙)

」

に

改

め

、

「

」

を

削

る

。

項
㊞

（

東

京

都

北

区

立

授

産

場

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

条

東

京

都

北

区

立

授

産

場

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

五

年

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

の

三

中

「

」

を

削

る

。

平
成

（

東

京

都

北

区

立

介

護

予

防

拠

点

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

一

条

東

京

都

北

区

立

介

護

予

防

拠

点

施

設

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

（

甲

）

及

び

同

様

式

（

乙

）

中

住
所

住
所

「

「

を

に

、

」

」

氏
名

㊞
氏

名

「

」

を

「

（

）

」

に

改

め

る

。

氏
名

㊞
氏

名
署

名

（

東

京

都

北

区

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

施

行

細

則

）

第

四

十

二

条

東

京

都

北

区

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の
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法

律

施

行

細

則

（

平

成

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

中

（七）

「

事
業

者
確

認
印

年
月

日

を

年
月

日
事

業
者

確
認

印

」

「
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年
月

日

に

改

め

、

同

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

（八）

年
月

日

」

る

。
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別

記

第

三

号

様

式

中

（九）

「

事
業

者
確

認
印

日

年
月

日

を

年
月

日
事

業
者

確
認

印

」

「

日
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年
月

日

に

改

め

、

同

様

式

中

（十）

年
月

日

」

「

「

を

に

、

入
所

居
事

業
者

入
所

居

（

）

日

（

）

日

（

）

日

（

）

日

退
所

居
確

認
印

退
所

居

」

」

「

「
入

所
居

日
入

所
居

日

（

）

（

）

年
月

日
年

月
日

を

に

改

退
所

居
日

退
所

居
日

（

）

（

）
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年
月

日
年

月
日

」

」

め

、

同

様

式

中

（十一）

「

「

を

に

、

利
用

開
始

日
事

業
者

利
用

開
始

日

利
用

終
了

日
確

認
印

利
用

終
了

日

」

」

「

「

契
約

日
契

約
日

年
月

日
年

月
日

を

に

改

サ
ビ

ス
提

供
終

了
日

サ
ビ

ス
提

供
終

了
日

ー

ー

年
月

日
年

月
日

」

」

め

る

。

別

記

第

三

号

様

式

の

三

中

（三）

「

「

を

に

、

契
約

日
事

業
者

契
約

日
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サ
ビ

ス
提

供
終

了
日

確
認

印
サ

ビ
ス

提
供

終
了

日

ー

ー

」

」

「

「

契
約

日
契

約
日

年
月

日
年

月
日

を

に

改

サ
ビ

ス
提

供
終

了
日

サ
ビ

ス
提

供
終

了
日

ー

ー

年
月

日
年

月
日

」

」

め

る

。

別

記

第

十

二

号

様

式

の

四

中

「

を

判
定

員
印

」

「

に

、

判
定

員
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」

「

「

を

に

改

め

る

。

受
領

者
受

領
者

印
氏

名
氏

名

」

」

別

記

第

十

三

号

様

式

及

び

第

十

三

号

様

式

の

三

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

十

四

号

様

式

中

「

※

5

」

を

申
請

者
氏

名

申
請

者
氏

名
申

請
者

氏
名

に
つ

い
て

「

」

に

改

め

、

「

※

5

」

を

削

る

。

は
記

名
押

印
又

は
自

筆
に

よ
る

署
名

の
い

ず
れ

か
と

す
る

こ
と

、
。

別

記

第

十

六

号

様

式

の

二

中

「

（

）

」

を

削

る

。

自
署

又
は

記
名

押
印

別

記

第

十

七

号

様

式

及

び

第

十

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（

東

京

都

北

区

指

定

特

定

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

等

及

び

指

定

障

害

児

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

三

条

東

京

都

北

区

指

定

特

定

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

等

及

び

指

定

障

害

児

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

五

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

印
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（

東

京

都

北

区

基

準

該

当

事

業

者

の

登

録

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

四

条

東

京

都

北

区

基

準

該

当

事

業

者

の

登

録

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

か

ら

第

六

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

五

条

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

様

式

第

一

号

及

び

様

式

第

六

号

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

六

条

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

「

事
業

者
に

よ
る

代

別

記

第

六

号

様

式

中

を

削

る

。

行
申

請
の

場
合

は
押

印
、

」

別

記

第

七

号

様

式

及

び

第

十

九

号

様

式

か

ら

第

二

十

二

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

㊞

る

。
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別

記

第

二

十

二

号

様

式

の

四

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

印
下

さ
い

く
だ

さ
い

別

記

第

二

十

七

号

様

式

及

び

第

二

十

八

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞
別

記

第

四

十

三

号

様

式

中

「

・

」

を

削

る

。

押
印

（

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

七

条

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

三

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

七

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

立

福

祉

工

房

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

八

条

東

京

都

北

区

立

福

祉

工

房

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

の

六

第

一

項

第

一

号

中

「

第

三

条

の

三

」

を

「

第

二

条

の

三

」

に

改

め

る

。

別

記

第

一

号

様

式

の

六

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

「

」

を

削

り

、

「

」

う
え

上
㊞

下
さ

い

（表）

を

「

」

に

改

め

る

。

く
だ

さ
い

（

東

京

都

北

区

立

知

的

障

害

者

生

活

寮

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

十

九

条

東

京

都

北

区

立

知

的

障

害

者

生

活

寮

条

例

施

行

規

則

（

平

成

六

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

の

二

第

三

項

及

び

第

一

条

の

三

中

「

第

二

条

の

四

第

三

項

」

を

「

第

三

条

の

四

第

三
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項

」

に

改

め

る

。

第

一

条

の

四

中

「

第

二

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

改

め

る

。

第

二

条

中

「

第

二

条

の

六

第

一

項

」

を

「

第

三

条

の

六

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

た

だ

し

書

中

「

第

二

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

改

め

る

。

第

三

条

中

「

第

二

条

の

七

」

を

「

第

三

条

の

七

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

中

「

第

二

条

の

三

」

を

「

第

三

条

の

三

」

に

改

め

る

。

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

プ

ー

ル

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

条

東

京

都

北

区

プ

ー

ル

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

三

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

四

号

様

式

及

び

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

，

別

記

第

七

号

様

式

及

び

第

八

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

温

泉

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

一

条

東

京

都

北

区

温

泉

法

施

行

細

則

（

平

成

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

、

第

五

号

様

式

、

第

八

号

様

式

及

び

第

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

㊞

（表）

（表）

る

。
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（

東

京

都

北

区

柔

道

整

復

師

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

二

条

東

京

都

北

区

柔

道

整

復

師

法

施

行

細

則

（

平

成

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

印
平

成
免

許
登

録
年

月
日

登
録

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

（表）

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

年
月

日
免

許
登

録
年

月
日

登
録

年
月

日

（裏）

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

（

）

」

を

印
休

廃
止

再
開

し
た

、

「

休
止

□□

し

た

に

改

め

る

。

廃
止

再
開

□

」

（

東

京

都

北

区

あ

ん

摩

マ

ッ

サ

ー

ジ

指

圧

師

、

は

り

師

、

き

ゆ

う

師

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

三

条

東

京

都

北

区

あ

ん

摩

マ

ッ

サ

ー

ジ

指

圧

師

、

は

り

師

、

き

ゆ

う

師

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

印

（表）
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「

「

氏
名

氏
名

免
許

の

種
別

を

に

、

」

」

「

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

」

を

免
許

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

免
許

登
録

年
月

日

（裏）

「

」

に

改

め

る

。

登
録

年
月

日
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別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

（

）

」

を

印
休

廃
止

再
開

し
た

、
「

休
止

□□

に

改

め

る

。

廃
止

し
た

再
開

□

」

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

印
免

許
登

録
年

月
日

登
録

年
月

日

る

。別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印印
平

成
免

許
登

録
年

月
日

登
録

年

別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

月
日

（

東

京

都

北

区

歯

科

技

工

士

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

四

条

東

京

都

北

区

歯

科

技

工

士

法

施

行

細

則

（

平

成

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
免

許
番

号
登

録
番

号

別

記

第

二

号

様

式

か

ら

第

四

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

死

体

解

剖

保

存

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）
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第

五

十

五

条

東

京

都

北

区

死

体

解

剖

保

存

法

施

行

細

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

様

式

中

「

㊞

」

を

削

る

。

（

東

京

都

北

区

臨

床

検

査

技

師

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

六

条

東

京

都

北

区

臨

床

検

査

技

師

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

中

「

臨

床

検

査

技

師

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

七

十

六

号

）

第

二

十

条

の

四

第

四

項

」

を

「

省

令

第

十

七

条

の

二

第

一

項

」

に

改

め

る

。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

印

」

を

削

り

、

「

第
1
7
条

第
１

項

」

を

「

第
1
7
条

の
２

第
１

（第１片）

（表）

項

」

に

改

め

る

。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

印

」

を

削

り

、

「

第
1
7
条

第
２

項

」

を

「

第
1
7
条

の
２

第
２

項

」

に

、

「

型
状

」

を

「

形
状

」

に

改

め

る

。

別

記

第

四

号

様

式

中

「

印

」

を

削

り

、

「

第
1
7

条

第
３

項

」

を

「

第
1
7
条

の
２

第
３

項

」

に

改

め

る

。

別

記

第

五

号

様

式

中

「

印

」

を

削

り

、

「

第
1
7
条

第
４

項

」

を

「

第
1
7
条

の
２

第
４

項

」

に

、

「

型
状

」

を

「

形
状

」

に

改

め

る

。

別

記

第

六

号

様

式

中

「

印

」

を

削

り

、

「

第
1
7
条

第
５

項

」

を

「

第
1
7
条

の
２

第
４

項

」

に

、

「

こ
と

」

を

「

こ
と

。

」

に

改

め

る

。
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（

東

京

都

北

区

医

療

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

七

条

東

京

都

北

区

医

療

法

施

行

細

則

（

平

成

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（第１片）

（表）

別

記

第

二

号

様

式

及

び

第

三

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

を

削

る

。

印
平

成

（第１片）

（表）

（第１片）

（表）

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

七

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

（第１片）

（表）
臨

床
研

修
等

終
了

臨
床

研
修

等
修

了

「

「

を

に

改

め

、

」

」

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

担
当

診
療

科
目

担
当

診
療

科
名

（第１片）

（裏）

「

「

を

に

、

臨
床

研
修

等
臨

床
研

修
等

修
了

終
了

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

」

」

臨
床

研
修

等
終

了
登

録
年

月
日

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
年

月
日

免
許

登
録

「

」

を

「

」

に

、

「

年
月

日
免

許
証

登
録

年
月

日
臨

床
研

修
等

終
了

登
録

証
の

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

（第２片）
写

し
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

証
の

写
し

臨
床

研
修

等
終

了
登

録
年

月
日

の
記

」

を

「

」

に

、

「
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載
及

び
臨

床
研

修
等

終
了

証
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

年
月

日
の

記
載

及
び

臨
床

研
修

等

」

を

「

」

に

改

め

る

。

修
了

登
録

証

印
診

療
科

名
診

療
科

別

記

第

八

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

（第１片）

（表）

」

に

改

め

、

「

」

を

削

り

、

目
平

成

を

に

改

め

、

「

「

臨
床

研
修

等
終

了
臨

床
研

修
等

修
了

」

」

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

担
当

診
療

科
目

担
当

診
療

科
名

（第１片）

（裏）

「

「

を

に

、

臨
床

研
修

等
臨

床
研

修
等

修
了

終
了

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

」

」

免
許

登
録

年
月

日
免

許
証

登
録

年
月

日
臨

床
研

修
等

「

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

（第３片）

（裏）

」

を

「

」

に

、

「

」

を

修
了

証
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

証
臨

床
研

修
等

終
了

登
録

証
の

写
し

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
証

の
写

し
臨

床
研

修
等

終
了

登
録

年
月

日
の

記
載

及
び

臨

「

」

に

、

「
床

研
修

等
終

了
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
年

月
日

の
記

載
及

び
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

」

を

「

」

に

改

め

る

。

証

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

印

（第１片）

（表）を

に

改

め

、

「

「

臨
床

研
修

等
終

了
臨

床
研

修
等

修
了
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」

」

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

担
当

診
療

科
目

担
当

診
療

科
名

（第１片）

（裏）

「

「

を

に

、

臨
床

研
修

等
臨

床
研

修
等

修
了

終
了

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

」

」

免
許

登
録

年
月

日
免

許
証

登
録

年
月

日
臨

床
研

修
修

「

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

（第２片）

（裏）

了
登

録
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
証

臨
床

研
修

等
終

了
登

録
証

臨
床

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

研
修

等
修

了
登

録
証

臨
床

研
修

等
終

了
登

録
年

月
日

の
記

載
及

び
臨

床
研

修
等

終
了

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

証
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

年
月

日
の

記
載

及
び

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
証

印
臨

床
研

修
等

終
了

登
録

年
月

別

記

第

十

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

同

様

式

中

「

（第１片）

（表）

（第１片）

（裏）

日
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

年
月

日
臨

床
研

修
等

終
了

登

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

（第２片）

（裏）

録
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
証

臨
床

研
修

等
終

了
登

録
年

月
日

の
記

載
及

び

」

を

「

」

に

、

「

臨
床

研
修

等
終

了
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
年

月
日

の
記

載
及

び
臨

床
研

修
等

修
了

登

」

を

「

」

に

改

め

る

。

録
証

別

記

第

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

同

様

式

中

「

」

を

印
臨

床
研

修
等

終
了

登
録

証

（表）

（裏）
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

証
臨

床
研

修
等

終
了

登
録

年
月

日
の

記
載

及
び

臨
床

研
修

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

等
終

了
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
年

月
日

の
記

載
及

び
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

証
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改

め

る

。

別

記

第

十

二

号

様

式

、

第

十

四

号

様

式

及

び

第

十

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印
別

記

第

十

六

号

様

式

及

び

第

十

七

号

様

式

中

「

」

及

び

印

（表）

「

を

削

り

、

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
主

た
る

、
、

事
務

所
の

所
在

地
及

び
代

表
者

の
氏

名

」

臨
床

研
修

等
終

了
登

録
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
証

臨
床

研

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

「

（裏）

修
等

終
了

登
録

年
月

日
の

記
載

及
び

臨
床

研
修

等
終

了
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
年

月

」

を

「

」

に

改

め

る

。

日
の

記
載

及
び

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
証

印
診

療
科

目
診

療
科

別

記

第

十

九

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

（第１片）

（表）

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

名
診

療
科

目
診

療
科

名

（第１片）

（裏）

臨
床

研
修

等
終

了
臨

床
研

修
等

修
了

「

「

を

に

改

め

、

」

」

登
録

年
月

日
登

録
年

月
日

臨
床

研
修

等
終

了
登

録
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
証

臨
床

研

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

「

（第２片）

修
等

終
了

登
録

年
月

日
の

記
載

及
び

臨
床

研
修

等
終

了
証

臨
床

研
修

等
修

了
登

録
年

月

」

を

「

」

に

改

め

る

。
日

の
記

載
及

び
臨

床
研

修
等

修
了

登
録

証

別

記

第

二

十

一

号

様

式

及

び

第

二

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印
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別

記

第

二

十

二

号

様

式

の

二

、

第

二

十

五

号

様

式

、

第

二

十

六

号

様

式

、

第

二

（表）

（第１片）

（表）

（第１片）

（表）

十

七

号

様

式

、

第

二

十

八

号

様

式

及

び

第

二

十

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（第１片）

（表）

（第１片）

（表）

（表）

㊞
形

式
形

別

記

第

三

十

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

（第１片）

（表）

」

に

改

め

る

。

状

別

記

第

三

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

「

「

型
式

形
式

を

に

改

め

る

。

数
量

数
量

（

）

（

）

ベ
ク

レ
ル

ベ
ク

レ
ル

」

」

㊞
医

療
法

施
行

規
則

第
条

第
１

項
医

別

記

第

三

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

2
9

」

を

「

1
5

」

に

改

め

る

。

療
法

第
条

第
３

項

別

記

第

三

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。
㊞㊞

医
療

法
施

行
規

則
第

条
第

２
項

医

別

記

第

三

十

四

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「
2
9

」

を

「

1
5

2
9

」

に

改

め

る

。

療
法

第
条

第
３

項
及

び
医

療
法

施
行

規
則

第
条

第
１

項

別

記

第

三

十

五

号

様

式

及

び

第

三

十

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

医

薬

品

、

医

療

機

器

等

の

品

質

、

有

効

性

及

び

安

全

性

の

確

保

等

に

関

す

る

法
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律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

八

条

東

京

都

北

区

医

薬

品

、

医

療

機

器

等

の

品

質

、

有

効

性

及

び

安

全

性

の

確

保

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

都

市

計

画

法

に

規

定

す

る

開

発

行

為

等

の

規

制

に

係

る

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

五

十

九

条

東

京

都

北

区

都

市

計

画

法

に

規

定

す

る

開

発

行

為

等

の

規

制

に

係

る

施

行

細

則

（

平

成

五

年

八

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

、

第

二

号

様

式

、

第

四

号

様

式

の

二

、

第

四

号

様

式

の

三

、

第

七

号

様

式

、

第

八

号

様

式

、

第

十

号

様

式

、

第

十

一

号

様

式

、

第

十

二

号

様

式

の

三

、

第

十

三

号

様

式

及

び

第

十

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。
㊞

（

東

京

都

北

区

優

良

宅

地

認

定

事

務

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

条

東

京

都

北

区

優

良

宅

地

認

定

事

務

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

二

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

印
氏

名

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印
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別

記

第

七

号

様

式

及

び

第

八

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

印
氏

名

（

東

京

都

北

区

景

観

づ

く

り

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

一

条

東

京

都

北

区

景

観

づ

く

り

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

、

第

二

号

様

式

、

第

三

号

様

式

、

第

四

号

様

式

、

第

五

号

様

式

、

（第１面）

（第１面）

（第１面）

第

六

号

様

式

、

第

七

号

様

式

、

第

十

二

号

様

式

、

第

十

三

号

様

式

、

第

十

六

号

様

式

、

第

（第１面）

（第１面）

二

十

号

様

式

、

第

二

十

一

号

様

式

、

第

二

十

五

号

様

式

、

第

二

十

八

号

様

式

及

び

第

三

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

二

条

東

京

都

北

区

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

密

集

市

街

地

に

お

け

る

防

災

街

区

の

整

備

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）
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第

六

十

三

条

東

京

都

北

区

密

集

市

街

地

に

お

け

る

防

災

街

区

の

整

備

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

十

一

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。第

十

二

条

第

二

項

中

「

第

十

三

条

第

四

項

」

を

「

第

十

三

条

第

三

項

」

に

改

め

る

。

第

十

三

条

中

「

第

十

三

条

第

五

項

」

を

「

第

十

三

条

第

四

項

」

に

改

め

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

１
氏

名
の

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

「

、
。

を

２
建

替
計

画
認

定
通

知
書

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。

」

３
建

替
計

画
の

変
更

に
係

る
書

類
及

び
図

面
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

に

「

１
建

替
計

画
認

定
通

知
書

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。

」

２
建

替
計

画
の

変
更

に
係

る
書

類
及

び
図

面
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

改

め

る

。

㊞
注

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

は
押

印
を

別

記

第

八

号

様

式

中

「

」

及

び

「

、

」

を

削

る

。

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

注
１

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

「

、

す
。
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を

２
建

替
計

画
認

定
通

知
書

変
更

認
定

を
受

け
た

者
は

認
定

建
替

計
画

変
更

（

、

）

」

認
定

通
知

書
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

注
建

替
計

画
認

定
通

知
書

変
更

認
定

を
受

け
た

者
は

認
定

建
替

計
画

変
更

認
定

「

（

、

に

通
知

書
を

添
え

て
く

だ
さ

い

）

」

。

改

め

る

。

別

記

第

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

注
１

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

「

、

す
。

を

２
認

定
建

替
計

画
に

係
る

建
築

物
の

建
替

え
に

必
要

な
権

原
を

取
得

し
た

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
一

般
承

継
人

に
あ

っ
て

は
建

替
計

画
の

認
定

に
基

づ
く

（
、

）

」

地
位

を
承

継
し

た
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。

注
認

定
建

替
計

画
に

係
る

建
築

物
の

建
替

え
に

必
要

な
権

原
を

取
得

し
た

こ
と

を
証

「

（

に

明
す

る
書

類
一

般
承

継
人

に
あ

っ
て

は
建

替
計

画
の

認
定

に
基

づ
く

地
位

を
承

、

）

」

継
し

た
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。

改

め

る

。

別

記

第

十

七

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

同
条

第
４

項
同

条
第

３
項

別

記

第

十

九

号

様

式

及

び

第

二

十

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

二

十

五

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞
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１
氏

名
の

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

「

、
。

を

２
居

住
安

定
計

画
認

定
通

知
書

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。

」

３
居

住
安

定
計

画
の

変
更

に
係

る
書

類
及

び
図

面
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

に

「

１
居

住
安

定
計

画
認

定
通

知
書

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。

」

２
居

住
安

定
計

画
の

変
更

に
係

る
書

類
及

び
図

面
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

改

め

る

。

㊞
注

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

は
押

印

別

記

第

三

十

号

様

式

中

「

」

及

び

「

、

」

を

削

る

。

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

別

記

第

三

十

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

注
１

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

「

、

す
。

を

２
居

住
安

定
計

画
認

定
通

知
書

変
更

認
定

を
受

け
た

者
は

認
定

居
住

安
定

（

、
）

」

計
画

変
更

認
定

通
知

書
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

注
居

住
安

定
計

画
認

定
通

知
書

変
更

認
定

を
受

け
た

者
は

認
定

居
住

安
定

計
画

「

（

、

に

変
更

認
定

通
知

書
を

添
え

て
く

だ
さ

い

）

」

。

改

め

る

。

別

記

第

三

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

注
１

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

「

、
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す
。

２
認

定
居

住
安

定
計

画
の

実
施

に
必

要
な

権
原

を
取

得
し

た
こ

と
を

証
明

す
る

（

を

書
類

一
般

承
継

人
に

あ
っ

て
は

居
住

安
定

計
画

の
認

定
に

基
づ

く
地

位
を

、

）

」

承
継

し
た

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

注
認

定
居

住
安

定
計

画
の

実
施

に
必

要
な

権
原

を
取

得
し

た
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

「

（

に

一
般

承
継

人
に

あ
っ

て
は

居
住

安
定

計
画

の
認

定
に

基
づ

く
地

位
を

承
継

し
た

、

）

」

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
を

添
え

て
く

だ
さ

い
。

改

め

る

。

（

東

京

都

北

区

集

合

住

宅

の

建

築

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

四

条

東

京

都

北

区

集

合

住

宅

の

建

築

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

同

様

式

中

「

」

第
５

条
関

係
第

７
条

関
係

㊞

（第一面）

を

削

り

、

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

ま
た

は
又

は

（第五面）

別

記

第

三

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

つ
け

て
く

だ
さ

い
付

け
て

く
だ

さ
い

。

別

記

第

五

号

の

二

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

第
５

号
の

２
様

式
第

５
号

様
式

の
２

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

六

号

様

式

、

第

八

号

様

式

及

び

第

十

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞
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（

東

京

都

北

区

中

高

層

建

築

物

の

建

築

に

係

る

紛

争

の

予

防

と

調

整

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

五

条

東

京

都

北

区

中

高

層

建

築

物

の

建

築

に

係

る

紛

争

の

予

防

と

調

整

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
こ

と
こ

と

（第１面）

（第３面）

。

別

記

第

二

号

様

式

の

二

及

び

第

三

号

様

式

中

「

（

）

」

を

削

る

。

仮
称

別

記

第

四

号

様

式

及

び

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

六

号

様

式

か

ら

第

八

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

（

）

」

を

削

る

。

仮
称

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

十

号

様

式

及

び

第

十

一

号

様

式

中

「

（

）

」

を

削

る

。

仮
称

別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

十

三

号

様

式

か

ら

第

十

六

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

（

）

」

を

削

る

。

仮
称

（

東

京

都

北

区

営

住

宅

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

六

条

東

京

都

北

区

営

住

宅

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（表）

別

記

第

一

号

様

式

の

三

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
ま

た
は

又
は
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別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

㊞
う

え
上

別

記

第

十

一

号

様

式

及

び

第

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞
別

記

第

十

三

号

様

式

中

「

を

実
印

」

「

に

改

め

、

㊞

」

現
使

用
者

氏
名

欄
に

は
実

印
を

押
印

の
上

印
鑑

証
明

書
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

実
印

「

、
、

。

」

を

を
押

印
で

き
な

い
場

合
は

申
請

者
に

よ
る

念
書

を
別

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
た

だ
し

、
。

「

」

に

改

め

る

。

現
使

用
者

氏
名

欄
に

つ
い

て

別

記

第

十

五

号

様

式

、

第

十

八

号

様

式

、

第

二

十

一

号

様

式

、

第

二

十

二

号

様

式

、

第

二

十

五

号

様

式

の

二

、

第

二

十

五

号

様

式

の

三

及

び

第

二

十

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

二

十

七

号

様

式

中

「

「

を

に

改

め

る

。

㊞

」

」
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別

記

第

二

十

九

号

様

式

、

第

三

十

三

号

様

式

及

び

第

三

十

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

三

十

六

号

様

式

中

「

」

を

住
宅

監
理

員
印

検
査

員
㊞

「

」

に

改

め

る

。

住
宅

監
理

員
検

査
員

（

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

七

条

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

七

号

様

式

及

び

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

十

二

号

様

式

及

び

第

十

五

号

様

式

「

「

を

に

改

め

印

」

」

る

。別

記

第

十

八

号

様

式

及

び

第

十

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

別

記

第

二

十

四

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

二

十

七

号

様

式

中

「

」

を

住
宅

監
理

員
印

検
査

員
印
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「

」

に

改

め

る

。

住
宅

監
理

員
検

査
員

（

東

京

都

北

区

マ

ン

シ

ョ

ン

の

建

替

え

等

の

円

滑

化

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

八

条

東

京

都

北

区

マ

ン

シ

ョ

ン

の

建

替

え

等

の

円

滑

化

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

二

十

七

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

注
意

１
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い

「

（

）

※

、
。

（

）

を

２
申

請
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

っ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

、

」

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

で
き

ま
す

、
。

「

（

）

※

」

に

改

め

る

。

注
意

印
の

あ
る

欄
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

、
。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

注
意

１
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い

「

（

）

※

、
。

（

）

を

２
建

築
主

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

代
表

者
の

氏
名

の

」

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

で
き

ま
す

、
。

「

（

）

※

」

に

改

め

る

。

注
意

印
の

あ
る

欄
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

、
。

（

東

京

都

北

区

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

六

十

九

条

東

京

都

北

区

建

築

基

準

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

八

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

㊞
あ

て
宛

て
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を

削

る

。

「

（

）

４
申

請
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

自
署

、

」

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

、
。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

㊞
あ

て
宛

て

５
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

の
場

合
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

の
記

「

（

）

、

を

削

る

。

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
、

」

す
。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

注
意

１
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い

「

（

）

※

、
。

（

を

２
建

築
主

又
は

工
事

監
理

者
の

氏
名

法
人

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

）

、

」

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

「

（

）

※

」

に

改

め

る

。

注
意

印
の

あ
る

欄
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

、
。

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、
㊞

３
建

築
主

等
又

は
工

事
現

場
の

責
任

者
の

氏
名

法
人

の
場

合
に

あ
っ

て
は

「

（

、

）

を

削

る

。

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

、

」

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。㊞
あ

て
宛

て
係

わ
る

係

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

る
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を

削

る

。

「

（

）

５
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

の
場

合
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
、

」

を
自

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

。
別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印
別

記

第

六

号

の

二

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

２
建

築
主

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

自
署

で

「

（

）

、

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

。

を

３
⑴

変
更

前
欄

に
つ

い
て

は
構

造
計

算
適

合
判

定
の

申
請

先
を

建
築

基
準

法
、

施
行

規
則

別
記

第
２

号
様

式
第

二
面

第
７

欄
に

記
載

し
た

も
の

か
ら

変
更

し
た

」

場
合

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

２
⑴

変
更

前
欄

に
つ

い
て

は
構

造
計

算
適

合
判

定
の

申
請

先
を

建
築

基
準

法

「

、

に

改

め

施
行

規
則

別
記

第
２

号
様

式
第

二
面

第
７

欄
に

記
載

し
た

も
の

か
ら

変
更

し
た

」

場
合

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

る

。別

記

第

八

号

様

式

の

二

中

「

」

を

削

り

、

同

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

㊞

（第１面）

（第５面）
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 （第５面） 

（注意） 
１ 各面共通関係 
 ① ※印のある欄は、記入しないでください。 
 ② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 
 ③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を

記入し添えてください。 
２ 第一面関係 
 ① 調査者が２人以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。 
 ② １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及

び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。 
 ③ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行つた全ての調査者について記入

してください。当該建築物の調査を行つた調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は
削除して構いません。 

 ④ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格について記入してください。調査者が建築基準
法施行規則（以下「規則」という。）第６条の６に規定する特定建築物調査員である場
合は、規則第６条の５に規定する特定建築物調査員資格証の交付番号を「特定建築物調
査員」の番号欄に記入してください。 

 ⑤ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入
し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 

 ⑥ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務
先について記入し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入
してください。 

 ⑦ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックス
に「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボ
ックスに「レ」マークを入れ、「特記すべき事項あり」のチェックボックスに「レ」マ
ークを入れたときは、５欄の「イ」の「特記すべき事項」のチェックボックスに
「レ」を入れてください。それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに
「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あ
り」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」
のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不
適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 

 ⑧ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してくださ
い。 

 ⑨ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしてい
るときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に
記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。 

 ⑩ ５欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してくださ
い。 

３ 第二面関係 
 ① この書類は、建築物ごとに作成してください。 
 ② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当する全てのチェックボッ

クスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指
定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに
基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに
「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。 

 ③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。 
 ④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてくださ

い。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マ
ークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。 

 ⑤ ２欄の「ホ」の今回報告部分の床面積の合計欄には、３欄の床面積のうち、今回調査
により報告を行う部分の床面積の合計を記入してください。 

 ⑥ ３欄の「イ」は、最上階から用途ごとに順に記入し、当該用途に供する部分の床面積
を記入してください。また、同一階に複数の用途がある場合、「階別床面積の合計」に
各階の床面積の合計を記入してください。 

 ⑦ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。 

（日本産業規格Ａ列４番）  
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別

記

第

八

号

様

式

の

二

中

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

同
法

法
以

下
以

下

（第６面）

、

同

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

下
さ

い
く

だ
さ

い

（第７面）

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

２
届

出
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を

「

（

）

、

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

を

３
使

用
休

止
期

間
が

変
更

に
な

る
場

合
は

改
め

て
建

築
物

使
用

休
止

届
を

提
出

、

し
て

く
だ

さ
い

。

４
６

の
欄

は
建

築
物

を
除

却
す

る
場

合
該

当
す

る
も

の
を

全
て

記
入

し
て

、
、

」

く
だ

さ
い

。

２
使

用
休

止
期

間
が

変
更

に
な

る
場

合
は

改
め

て
建

築
物

使
用

休
止

届
を

提
出

「

、

に

改

し
て

く
だ

さ
い

。

３
６

の
欄

は
建

築
物

を
除

却
す

る
場

合
該

当
す

る
も

の
を

全
て

記
入

し
て

く
、

、

」

だ
さ

い
。

め

る

。

別

記

第

十

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

２
届

出
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
自

「

（

）

、

を

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

で
き

ま
す

、
。

３
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
５

条
第

３
項

及
び

第
４

項
に

規
定

す
る

書
類

を
添

付
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」

し
て

く
だ

さ
い

。

に

改

「
２

建
築

基
準

法
施

行
規

則
第

５
条

第
３

項
及

び
第

４
項

に
規

定
す

る
書

類
を

添
付

」

し
て

く
だ

さ
い

。

め

る

。

別

記

第

十

一

号

様

式

及

び

第

十

一

号

様

式

の

二

中

「

」

を

削

り

、

㊞

２
届

出
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
自

「

（

）

、

を

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

で
き

ま
す

、
。

３
使

用
休

止
期

間
が

変
更

に
な

る
場

合
は

改
め

て
特

定
建

築
設

備
等

使
用

休
止

、

」

届
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

に

改

「

２
使

用
休

止
期

間
が

変
更

に
な

る
場

合
は

改
め

て
特

定
建

築
設

備
等

使
用

休
止

、

」

届
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

め

る

。

別

記

第

十

一

号

様

式

の

四

中

「

」

を

削

り

、

㊞

２
届

出
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
自

「

（

）

、

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

で
き

ま
す

、
。

を

３
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
６

条
第

３
項

及
び

第
４

項
又

は
第

６
条

の
２

の
２

第

３
項

及
び

第
４

項
に

規
定

す
る

書
類

の
う

ち
そ

れ
ぞ

れ
該

当
す

る
も

の
を

添
付

し

」

て
く

だ
さ

い
。
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２
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
６

条
第

３
項

及
び

第
４

項
又

は
第

６
条

の
２

の
２

第

「

に

改

３
項

及
び

第
４

項
に

規
定

す
る

書
類

の
う

ち
そ

れ
ぞ

れ
該

当
す

る
も

の
を

添
付

し

」

て
く

だ
さ

い
。

め

る

。

別

記

第

十

一

号

様

式

の

五

中

「

」

を

削

り

、

㊞

２
届

出
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
自

「

（

）

、

を

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

で
き

ま
す

、
。

」

３
変

更
事

項
の

う
ち

該
当

す
る

項
目

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「

」

に

改

２
変

更
事

項
の

う
ち

該
当

す
る

項
目

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

め

る

。

別

記

第

十

一

号

様

式

の

七

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

同

様

式

中

㊞

（第１面）

（第２面）

を

削

る

。

「

（

）

５
申

請
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
、

」

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

。

別

記

第

十

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

同

様

式

中

㊞

（第１面）

（第２面）

を

削

る

。

「

（

）

５
申

請
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

自
署

で
、

」

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

。

別

記

第

十

三

号

様

式

の

三

中

「

㊞

」

を

削

り

、
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１
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い

「

※

、
。

を

２
代

表
と

な
る

工
事

監
理

者
又

は
工

事
施

工
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

（

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

）

、
、

」

で
き

ま
す

。

「

※

」

に

改

め

る

。

印
の

あ
る

欄
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

、
。

別

記

第

十

三

号

様

式

の

四

か

ら

第

十

四

号

様

式

ま

で

及

び

第

十

四

号

様

式

の

三

中

「

」

を

㊞

削

る

。

別

記

第

十

五

号

様

式

中

「

・

」

及

び

「

」

を

削

る

。

印
㊞

別

記

第

十

六

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

㊞

別

記

第

十

七

号

様

式

中

「

・

」

及

び

「

」

を

削

る

。

印
㊞

別

記

第

十

八

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

印

を

削

る

。

「

（

）

６
申

請
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
、

」

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

別

記

第

十

九

号

様

式

中

「

」

を

氏
名

印

「

」

に

改

め

、

氏
名

を

削

る

。

「

（

）

７
申

請
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
、

」

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。
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別

記

第

二

十

号

様

式

か

ら

第

二

十

二

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

氏
名

印
「

」

に

改

め

、

氏
名

を

削

る

。

「

（

）

４
申

請
者

の
氏

名
法

人
の

場
合

に
あ

つ
て

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
、

」

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

別

記

第

二

十

三

号

様

式

の

二

及

び

第

二

十

八

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（

東

京

都

北

区

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

条

東

京

都

北

区

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

一

号

様

式

の

二

中

氏
名

印
氏

名
係

員
印

係
員

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

氏
名１

印
の

あ
る

欄
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

「

※

。

（

）

を

２
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

の
記

」

載
を

自
筆

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

「

」

に

改

め

る

。

※
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

㊞
係

員
印

係
員

氏
名
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を

削

る

。

「

（

）

３
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
の

記
、

」

載
を

自
署

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。
別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

㊞
係

員
印

係
員

氏
名

を

削

る

。

「

（

）

４
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
の

記
、

」

載
を

自
筆

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

氏
名

印
氏

名

「

」

を

「

」

に

、

係
員

印
係

員
氏

名

１
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い

「

※

。

（

）

を

２
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
の

記
、

」

載
を

自
筆

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

「

」

に

改

め

る

。

※
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

別

記

第

七

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

㊞
係

員
印

係
員

氏
名

１
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い

「

※

。

（

）

を

２
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
の

記
、

」

載
を

自
筆

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

「

※

」

に

改

め

る

。

印
の

あ
る

欄
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

㊞
係

員
印

係
員

氏
名

を

削

る

。

「

（

）

３
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
の

記
、

-67-



」

載
を

自
筆

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

㊞
係

員
印

係
員

氏
名

を

削

る

。

「

（

）

６
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
の

記
、

」

載
を

自
筆

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

別

記

第

十

四

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

㊞
係

員
印

係
員

氏
名

１
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い

「

※

。

（

）

を

２
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
の

記
、

」

載
を

自
筆

で
行

う
場

合
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す
、

。

「

」

に

改

め

る

。

※
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

（

東

京

都

北

区

住

宅

用

家

屋

証

明

事

務

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

一

条

東

京

都

北

区

住

宅

用

家

屋

証

明

事

務

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

九

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。
㊞

（

東

京

都

北

区

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

二

条

東

京

都

北

区

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

二

十

八

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

㊞
担

当
印

担
当

氏
名
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１
申

請
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

記
載

し
て

「

、

を

く
だ

さ
い

。

２
申

請
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

（

）

、

」

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

、
。

に

改

め

る

。

「

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

載
し

て
く

、

」

だ
さ

い
。

別

記

第

八

号

様

式

か

ら

第

十

一

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

㊞
担

当
印

「

」

に

、

担
当

氏
名

１
認

定
建

築
主

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

記
載

「

、

し
て

く
だ

さ
い

。
（

）

を

２
認

定
建

築
主

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

の
記

、

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
、

」

す
。

に

改

め

る

。

「

認
定

建
築

主
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

載
し

、

」

て
く

だ
さ

い
。

別

記

第

十

一

号

様

式

の

二

中

「

」

を

削

り

、

㊞

１
建

築
主

等
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

載
し

「

、

を

て
く

だ
さ

い
。
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２
建

築
主

等
の

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

（

）

、

」

を
自

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

。

に

改

め

る

。

「

建
築

主
等

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

記
載

し
て

、

」

く
だ

さ
い

。

別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

㊞
担

当
印

担
当

氏
名

１
認

定
を

受
け

た
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

「

、

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

（

）

を

２
認

定
を

受
け

た
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

、

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

、

」

ま
す

。

に

改

め

る

。

「

認
定

を
受

け
た

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

、

」

載
し

て
く

だ
さ

い
。

㊞
担

当
印

担
当

氏

別

記

第

十

六

号

様

式

及

び

第

十

八

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

、

名

を

削

る

。

「

（

）

３
申

請
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

自
、

」

署
で

行
う

場
合

に
お

い
て

は
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

。

（

東

京

都

北

区

建

築

物

の

耐

震

改

修

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

三

条

東

京

都

北

区

建

築

物

の

耐

震

改

修

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

九

年
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三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

、

第

二

号

様

式

、

第

四

号

様

式

、

第

五

号

様

式

、

第

六

号

様

式

及

び

第

七

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

氏
名

印
氏

名
別

記

第

八

号

様

式

及

び

中

「

」

を

削

る

。

印

（第１面）

（第３面）

（

東

京

都

北

区

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

四

条

東

京

都

北

区

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

二

十

一

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

１
申

請
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

記
載

し
て

「

、

を

く
だ

さ
い

。

２
申

請
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

（

）

、

」

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

、
。

に

改

め

る

。

「

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

載
し

て
く

、

」

だ
さ

い
。

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

「

（

）

２
認

定
計

画
実

施
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

、

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

、

ま
す

。
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を

３
建

築
工

事
が

完
了

し
た

こ
と

を
確

認
し

た
者

が
建

築
士

以
外

の
場

合
に

は
建

築
士

の
住

所
及

び
氏

名
の

欄
に

そ
の

者
の

住
所

及
び

氏
名

建
築

士

（

、

事
務

所
の

名
称

及
び

所
在

地
の

欄
に

そ
の

者
が

所
属

す
る

法
人

の
名

称
及

び

）

」

所
在

地
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

２
建

築
工

事
が

完
了

し
た

こ
と

を
確

認
し

た
者

が
建

築
士

以
外

の
場

合
に

「

に

改

め

る

。

は
建

築
士

の
住

所
及

び
氏

名
の

欄
に

そ
の

者
の

住
所

及
び

氏
名

建
築

士

（

、

事
務

所
の

名
称

及
び

所
在

地
の

欄
に

そ
の

者
が

所
属

す
る

法
人

の
名

称
及

び

）

」

所
在

地
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

別

記

第

五

号

様

式

及

び

第

六

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞

１
認

定
計

画
実

施
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

「

、

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
（

）

を

２
認

定
計

画
実

施
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

、

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

、

」

ま
す

。

に

改

め

る

。

「

認
定

計
画

実
施

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

、

」

載
し

て
く

だ
さ

い
。

（

東

京

都

北

区

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

五

条

東

京

都

北

区

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

二

十

四
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年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

四

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

㊞
係

員
印

係
員

氏
名

１
申

請
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

記
載

し
て

「

、

を

く
だ

さ
い

。

２
申

請
者

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

の
記

載
を

（

）

、

」

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

、
。

に

改

め

る

。

「

申
請

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

載
し

て
く

、

」

だ
さ

い
。

㊞
係

員
印

係

別

記

第

七

号

様

式

か

ら

第

十

号

様

式

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

員
氏

名

１
認

定
建

築
主

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

代
表

者
の

氏
名

を
併

せ
て

記
載

「

、

し
て

く
だ

さ
い

。

（

）

を

２
認

定
建

築
主

の
氏

名
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

の
記

、

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
、

」

す
。

に

改

め

る

。

「

認
定

建
築

主
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
代

表
者

の
氏

名
を

併
せ

て
記

載
し

、

」

て
く

だ
さ

い
。

別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

、

名
称

印
名

称
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「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

担
当

印
担

当
氏

名

（

東

京

都

北

区

優

良

住

宅

認

定

事

務

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

六

条

東

京

都

北

区

優

良

住

宅

認

定

事

務

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

印
あ

た
っ

て
当

た
っ

て
す

で
に

を

「

」

に

改

め

る

。

既
に

（

私

道

に

設

置

す

る

防

犯

灯

施

設

工

事

の

補

助

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

七

条

私

道

に

設

置

す

る

防

犯

灯

施

設

工

事

の

補

助

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

四

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

収

入

印

紙

及

び

「

㊞

」

を

削

る

。

」

（

東

京

都

北

区

私

道

及

び

私

下

水

施

設

工

事

の

補

助

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

八

条

東

京

都

北

区

私

道

及

び

私

下

水

施

設

工

事

の

補

助

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

二

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

㊞

」

を

削

る

。

別

記

第

四

号

様

式

中
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「

「

氏
名

印
氏

名

を

に

改

め

る

。
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」

」

（

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

七

十

九

条

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

号

様

式

中

「

㊞

」

を

削

る

。

別

記

第

七

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

（

東

京

都

北

区

児

童

手

当

事

務

取

扱

規

則

の

一

部

改

正

）

第

八

十

条

東

京

都

北

区

児

童

手

当

事

務

取

扱

規

則

（

平

成

二

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第
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四

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

㊞
「

区

を

処理欄

」

「

区処

に

改

め

る

。

理欄
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◎

（

）

」

字
は

楷
書

か
い

し
ょ

で
は

っ
き

り
書

い
て

く
だ

さ
い

、
。

㊞
記

名
押

印
に

代
え

て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

ま
別

記

第

六

号

様

式

中

「

」

及

び

「

◎

、

」

を

削

る

。

す
。

別

記

第

九

号

様

式

中

「

」

を

削

る

。

印

㊞
記

名
押

印
に

代
え

て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

別

記

第

十

一

号

様

式

中

「

」

及

び

「

◎

、

」

を

削

る

。

ま
す

。

別

記

第

十

二

号

様

式

、

第

十

四

号

様

式

、

第

十

五

号

様

式

及

び

第

十

七

号

様

式

中

「

」

を

㊞

削

る

。

㊞
記

名
押

印
に

代
え

て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

ま

別

記

第

二

十

号

様

式

「

」

及

び

「

◎

、

」

を

削

る

。

す
。

（

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

八

十

一

条

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

様

式

第

一

号

中

「

」

を

削

る

。
印

（表）

別

記

様

式

第

四

号

、

様

式

第

八

号

、

様

式

第

九

号

か

ら

様

式

第

十

二

号

ま

で

及

び

様

式

第

（表）

十

四

号

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

子

ど

も

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

八

十

二

条

東

京

都

北

区

子

ど

も

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

六

年
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三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

及

び

「

」

㊞
記

名
押

印
に

代
え

て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
を

削

る

。

別

記

第

四

号

様

式

、

第

五

号

様

式

、

第

九

号

様

式

及

び

第

十

二

号

様

式

か

ら

第

十

二

号

様

式

の

三

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

八

十

三

条

東

京

都

北

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

元

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

氏
名

印
氏

名
２

記
名

押

「

」

を

「

」

に

改

め

、

「

」

を

削

る

。

印
に

代
え

て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

、
。

別

記

第

二

号

様

式

の

イ

か

ら

第

二

号

様

式

の

リ

ま

で

、

第

四

号

様

式

の

二

及

び

第

五

号

様

式

か

ら

第

八

号

様

式

の

三

ま

で

の

規

定

中

「

」

を

削

る

。

㊞

（

東

京

都

北

区

家

庭

福

祉

員

制

度

運

営

規

則

の

一

部

改

正

）

第

八

十

四

条

東

京

都

北

区

家

庭

福

祉

員

制

度

運

営

規

則

（

昭

和

四

十

四

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

」

を

「

」

に

改

め

、

「

」

を

削

り

、

北
区

長
東

京
都

北
区

長
㊞

「

」

を

「

」

に

、

「

」

氏
名

印
氏

名
署

名
捺

印
者
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を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

署
名

者
の

こ
と

の
こ

と
。

別

記

第

七

号

様

式

及

び

第

十

号

様

式

中

「

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

改

め

印
こ

と
こ

と
。

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

一

第

二

十

四

条

中

別

記

第

六

号

の

九

様

式

及

び

第

六

号

の

十

様

式

の

改

正

規

定

並

び

に

第

五

十

条

か

ら

第

五

十

八

条

ま

で

の

規

定

公

布

の

日

二

第

七

条

か

ら

第

十

三

条

ま

で

の

規

定

及

び

第

二

十

四

条

（

別

記

第

六

号

の

九

様

式

及

び

第

六

号

の

十

様

式

の

改

正

規

定

を

除

く

。

）

の

規

定

令

和

四

年

一

月

一

日

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

の

各

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

当

該

規

定

に

よ

り

改

正

さ

れ

る

各

規

則

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

一

月

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

号

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

二

十

二

号

様

式

の

四

中

「

３
割

」

の

次

に

「

又
は

４
割

」

を

加

え

る

。

別

記

第

二

十

四

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第24号様式（第24条関係） 

介護保険負担限度額認定申請書                

   北区長殿                        年  月  日 

  次のとおり関係書類を添えて、食費・居住費（滞在費）に係る負担限度額認定を申請
します。 

フ リ ガ ナ  被保険者番号           

被 保 険 者 氏 名 
 個 人 番 号             

 性 別 男  ・  女 

生 年 月 日     年    月    日 

住 所 
〒                       電話番号： 

入所(院)した介護

保険施設の所在地

及び名称（※） 

〒                       電話番号： 

入所(院)年月日(※)     年   月   日 
（※）介護保険施設に入所（院）していない場合及びショ
ートステイを利用している場合は、記入不要です。 

配 偶 者 の 有 無 有・無 左記において「無」の場合は、以下の「配偶者に関する事項」については、記入不要です。 

配 

偶 

者 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日     年   月   日 個 人 番 号             

住 所 
〒                       電話番号： 

本年１月１日

現在の住所 

現住所と異なる場合のみ記入してください。 

〒 

課 税 状 況 区市町村民税      課税  ・  非課税 

収 入 等 に 

関する申告 

□ ①生活保護受給者／②区市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者   

受給している全て

の年金の保険者に

○してください。 

日本年金機構        

地方公務員共済 

国家公務員共済 

私 学 共 済 

 

□ 

③区市町村民税世帯非課税者であって、 
課税年金収入額と【遺族年金※ ・障害年金】の収入額、その他の合計所
得金額の合計額が年額80万円以下です。（受給している年金に○してくださ
い。以下同じ。） 
※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。以下同じ。 

 

□ 
④区市町村民税世帯非課税者であって、 
課税年金収入額と【遺族年金※ ・障害年金】の収入額、その他の合計所
得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下です。 

 

□ 
⑤区市町村民税世帯非課税者であって、 
課税年金収入額と【遺族年金※ ・障害年金】の収入額、その他の合計所
得金額の合計額が年額120万円を超えます。 

 

  

預貯金等に 

関する申告 

※通帳等の写

し は 別 添 

□ 

預貯金、有価証券等の金額の合計が②の方は1000万円（夫婦は2000万円）、③の方は650万円（同16
50万円）、④の方は550万円（同1550万円）、⑤の方は500万円（同1500万円）以下です。 
※第２号被保険者（40歳以上64歳以下）の場合、③～⑤の方は1000万円（夫婦は2000万円）以下で
す。  

預 貯 金 額 円 
有 価 証 券 
(評価概算額) 

円 
そ の 他 
(現金・負債を含む。) 

(     )※ 
円 

※内容を記入してください。 

  

委任状  今後の更新申請について、私は北区長を代理人として定め、申請権限を委任します。 

被保険者氏名 

住所 〒 

※申請者が被保険者本人の場合には、下記について記入は不要です。 

申請者氏名 本人との続柄 

申請者住所 

〒 

電話番号： 

 

注意事項 

(１) この申請書における「配偶者」については、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。 

(２) 預貯金等については、同じ種類の預貯金等を複数所有している場合は、その全てを記入し、通帳等の写しを添付し

てください。 

(３) 書き切れない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付してください。 

(４) 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第１項の規定に

基づき、支給された額及び最大２倍の加算金を返還していただくことがあります。 

北区記入欄 

交 付 年 月 日 適 用 年 月 日 有 効 期 限 備     考 

年  月  日 年  月  日 年  月  日  
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別

記

第

二

十

六

号

様

式

中

（表面）

「

円

を

」

「

（

介
護

予
防

）

短
期

入
所

生
活

（

療
養

）

介
護

円

そ
の

他
の

サ

ー

ビ
ス

円

に

改

め

、

同

様

式

中

（裏面）

」

「

及

び

短

期

入

所

生

活

保

護

（

平

成

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

は

、

こ

れ

ら

に

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

及

び

介

護

予

防

短

期

入

所

生

活

介

護

を

加

え

る

。

こ

の

証

の

表

面

に

お

い

て

「

特

養

等

」

と

い

う

。

）

並

び

に

介

護

保

健

施

設

サ

ー

ビ

ス

、

介

護

医

療

院

サ

ー

ビ

ス

及

び

短

期

入

所

療

養

介

護

（

同

日

か

ら

は

、

こ

れ

ら

に

介

護

予

防

短

期

入

所

療

養

介

護

を

加

え

る

。

」

を

「

、

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

、

短

期

入

所

生

活

介

護

及

び

介

護

予

防

短

期

入

所

生

活

介

護

（

こ

の

証

の

表

面

に

お

い

て

「

特

養

等

」

と

い

う

。

）

並

び

に

介

護

保

健

施

設

サ

ー

ビ

ス

、

介

護

医

療

院

サ

ー

ビ

ス

、

短

期

入

所

療

養

介

護

及

び

介

護

予

防

短

期

入

所

療

養

介

護

（

」

に

改

め

る

。

付

則
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（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

別

記

第

二

十

四

号

様

式

及

び

第

二

十

六

号

様

式

の

規

定

は

、

令

和

三

年

八

月

一

日

以

後

に

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

第

五

十

一

条

の

三

に

規

定

す

る

特

定

入

所

者

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

等

の

支

給

を

受

け

る

に

際

し

て

、

介

護

保

険

負

担

限

度

額

の

認

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

３

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

一

月

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

一

号

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

十

一

条

の

三

の

見

出

し

中

「

指

定

代

理

納

付

者

」

を

「

指

定

納

付

受

託

者

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

第

二

百

三

十

一

条

の

二

第

六

項

」

を

「

第

二

百

三

十

一

条

の

二

の

三

第

一

項

」

に

、

「

指

定

代

理

納

付

者

」

を

「

指

定

納

付

受

託

者

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

一

月

四

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

一

月

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

二

号

東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

一

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

中

「

印

」

を

削

り

、

「

く
だ

さ
い

」

を

「

く
だ

さ
い

」

に

改

め

る

。

（裏）

。

別

記

第

二

号

様

式

（

甲

）

及

び

同

様

式

（

乙

）

中

「

別
記

第
２

号
様

式

」

を

「

第
２

号
様

式

」

に

改

め

、

「

健
康

で
人

物
学

業
と

も
に

優
れ

」

を

削

り

、

「

推
薦

し
ま

す

」

を

「

推
薦

し
ま

、
、

す

」

に

改

め

、

「

印

」

を

削

る

。

別

記

第

四

号

様

式

中

「

（
表

）

」

及

び

「

東
京

都
北

区
奨

学
資

金
貸

付
審

査
会

に
お

い
て

」

（表）

、

を

削

り

、

同

様

式

を

削

る

。

（裏）

別

記

第

八

号

様

式

中

「

（

表
）

」

を

削

り

、

同

様

式

を

削

る

。

（表）

（裏）

別

記

第

九

号

様

式

中

「

（

表

）

」

を

削

り

、

同

様

式

を

削

る

。

（表）

（裏）

別

記

第

十

号

様

式

中

「

別
記

第
１

０
号

様
式

」

を

「

第
１

０
号

様
式

」

に

改

め

る

。

別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

印

」

を

削

る

。

別

記

第

十

三

号

様

式

中

「

（

表

）

」

を

削

り

、

同

様

式

を

削

る

。

（表）

（裏）

別

記

第

十

四

号

様

式

中

「

印

」

を

削

る

。

別

記

第

十

五

号

様

式

中

「

（

表

）

」

を

削

り

、

同

様

式

を

削

る

。

（表）

（裏）

付

則

-1-



（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

別

記

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

一

月

三

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

三

号

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

二

年

五

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

一

号

）

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

は

、

令

和

四

年

三

月

三

十

一

日

と

す

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

の

廃

止

）

２

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

（

令

和

三

年

八

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

六

号

）

は

、

廃

止

す

る

。
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